
加西市人権啓発だより 

加西市ふるさと創造部人権推進課 

加西市北条町横尾1000番地 

☎ 0790-42-8727       
◆キラリ✧ハートフル講座  ―人権トーク＆レザークラフト― 
  ※加西市中央公民館・人権推進課コラボ事業  

 レザークラフトを通して、革製品の制作過程や革の良さや美しさに触れ、先人の苦労や努力を知

ることで、ハートが“あったかく”なり、“人権について考える“ひとときになります。  ・日時 5月11日(金)終了、6月１日(金)、7月６日(金)･･･全3回 

 ・場所 加西市民会館 コミュニティーセンター2F美術教室 

 ・問い合わせ 加西市中央公民館 ☎42-2151、FAX42-1453 

◆人権啓発冊子「まちかど」２０１８年度版  
「まちかどフォーラム」や「地区人権学習会」での資料となります。事前に配布いたします。配

布時期は町によって前後しますのでご了承ください。是非一読していただき、人権について考え

る資料としてご活用をお願いします。 

キーワードは、「気づく」→「知る」→「行動する」→「つながる」です。 

◆「まちかどフォーラム」（３年に１回） ７月～１０月 開催予定 

各町ごとに人権について学習します。今年は、富田・下里・在田地区において開催予定になっ

ています。今年のテーマは、「女性の人権」、 推奨映画は「あした咲く」です。ちなみに昨年は

「障害者の人権」、一昨年は「認知症を共に生きる」でした。  

                                 
第5号 

人権感覚を高めよう！ 
普段の生活の中で人権を意識することはありますか？「とても大切なもの」と頭では考えながら、

「身近には意識しないもの」と感じていることが多いのではないでしょうか。 

人権とは、「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」と言われています。普段

の生活の中では、自分にはかかわりを感じられないときには無関心になり、いざ直面した時には、困

惑しうろたえてしまいます。 

現在、様々な人権課題が問われるようになりましたが、その課題解消には、実はそのどれもに共通

する視点があります。まず、普段の生活の中で人権について心で感じ気付くことです。「あれ、おかし

いな」「引っ掛かるな」と感じる人権感覚を持つことがスタートになります。普段から人権について意

識することで、人権感覚は高まります。そして、その人権課題について向き合い、様々な正しい情報

を得ることで理解できることも多く、自分の考え方や視点が変わります。その人権意識を支えに課題

解消へ行動を移すことで、住みよい街づくりへとつながるのではないでしょうか？ 
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★夏休み太鼓づくり教室  7月22日開催 ※詳細は市広報・HP等 

－自分だけのオリジナル太鼓を作ろう－  講師 十八代目太鼓屋六右衛門
た い こ や ろ く え も ん
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 氏  

牛の命、木の命、職人の命を交えて命の大切さについて考えながら太鼓づくりに取り組みます。 

★地区人権学習会 （３年間で２回)  ９月・１０月 開催 

 各地区ごとの人権学習会です。（今年は、北条・賀茂・九会・富合・多加野・西在田地区） 

・地区人権学習Ａ 講話中心の講演会です。（北条・賀茂） 

    講師：前兵庫県人権啓発協会研修講師 永松
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  ・地区人権学習Ｂ 音楽(ギターと歌)を交えた講演会です。（九会・富合・多加野・西在田） 

    講師：兵庫県人権啓発協会研修講師 高田
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★「人権文化をすすめる市民のつどい」 ８月19日 加西市民会館 午後１時３０分～ 

加西市民の人権意識を高め人権推進に取り組む「市民運動」の集まりです。 

○人権啓発ポスターと標語の優秀作品表彰 

○人権講演会 演題「みんな笑顔の講演会～命を輝かせる心のストレッチ～」(仮題) 

       講師  佐久間レイ 氏（声優・歌手・脚本家） 

       ※声優として「それゆけアンパンマン」のバタコ、「ムーミン」のミイ、 

「魔女の宅急便」の黒猫ジジなど                                 
女 性 の 人 権 

人は誰でも尊重され、それぞれにふさわしい環境の下で人間らしく生きる権利を持っています。こ

れは女性であろうと男性であろうとすべての人に平等です。 

しかし、現在の日本では、完全に男女平等が実現されていると言えるでしょうか。 

女性の人権を考えるとき、これまで「当たり前」とされてきた価値観に目を向ける必要があります。

それは生活の中での意識を変えていくことでもあります。 

例えば、「男は仕事、女は家庭」「育児や介護は女性の仕事」と性別だけで役割を決めてしまうこと

は、女性の自由や様々な可能性を一方的に奪ってしまうことになりかねません。男女の賃金格差や

女性の管理職の割合など、男性と比べて不平等な面も見られます。また、職場におけるセクシュア

ル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスなど女性の人権が傷つけられる深刻な問題も起

きています。 

加西市では、男女共同参画社会を形成するため、基本構想や市の基本計画などを定めた男女共同参

画ゆめプランが策定されております。 

これからは、女性の人権について、歴史や子育ての現状から原因や背景、解決策などを市民の皆様

と共に考えていきたいと思います。 

※人権啓発の各事業参加者アンケート結果等は、加西市ホームページに掲載しています。 

（トップページ→「暮らす」→「安全安心のまちづくり」の「人権教育・啓発活動」→「啓発活動」へ） 

※表題「散歩道」という名称は、平成13（2001）年度まで人権啓発冊子で使用されていました。） 

人権にかかわる身近な話題を提供します 

 


